
民有保安林（保安施設地区）における立木伐採許可申請等の流れ１　立木の伐採に関する許可申請（択伐については、人工植栽に係る森林以外の場合に限る。）【皆伐限度面積の公表】 【皆伐】 ◎ 申請書の審査・収受（却下） ◎ ◎届出書の審査・収受（却下）◎ 予備調査、現地調査 ◎伐採跡地の調査◎適否判定 ◎許可証の掲示 ◎適否判定◎許可（不許可）の決定通知 ◎伐採の実施 不適の場合、是正指導【択伐】 ◎ 伐採完了の届出 ◎市町村長への通知
２　択伐又は間伐の届出（択伐については、人工植栽に係る森林の場合に限る。）◎届出書の審査・収受 ※伐採期間経過後◎予備調査、現地調査 ◎受理通知書の受領 ◎ 伐採の調査等◎適否判定 ◎届出済証の掲示 ◎ 適否判定◎受理の通知等 ◎伐採の実施 不適の場合、是正指導【適の場合】・・ 市町村長への通知（森林経営計画に定めるものを除く。）【不適の場合】・ 補正指示、変更命令３　支障木等の伐採又は緊急伐採の届出【支障木等の伐採】 【支障木等の伐採】 【支障木等の伐採】 【支障木等の伐採】◎ 届出書の審査・収受（却下） ◎ 受理通知書の受領 ※伐採期間経過後◎予備調査、現地調査 ◎届出済証の掲示 ◎ 伐採の調査◎適否判定 ◎伐採の実施 ◎ 適否判定◎受理の通知 不適の場合、是正指導【緊急伐採】 【緊急伐採】 【緊急伐採】◎ 届出書の審査・収受（却下） －◎予備調査、現地調査◎適否判定◎受理の通知◎市町村長への通知（森林経営計画に定めるものを除く。）

知　事 申　請　者 様式規則様式告示第14号公表後30日以内に申請書を提出伐採を開始する日の30日前までに申請書を提出
収受してから20日以内に届出者に通知

規則様式告示第15号伐採しようとする日の2週間前までに届出書を提出

広域本部（地域振興局）申　請　者広域本部（地域振興局） 様式

受理時交付

許可時交付

規則様式告示第19号伐採の終わった日から30日以内に届出書を提出

同一の単位区域ごとに伐採年度(4/1～3/31)における皆伐限度面積を、その前伐採年度の2/1並びに当該伐採年度の6/1、9/1、12/1の４回、県公報に掲載して公表（公告）する。
許可（不許可）決定通知書の受領

規則様式告示第20号伐採を開始する日の90～20日前までに届出書を提出
皆伐：申請期間満了後、30日以内択伐：申請書の提出日から30日以内注）　上記公表日が県の機関の閉庁日の場合は、翌開庁日となります。 届　出　者 届　出　者 様式

森林経営計画に定めるもの以外

届　出　者 様式

広域本部（地域振興局）

広域本部（地域振興局）

規則様式告示第18号伐採完了後30日以内
受理時交付様式 広域本部（地域振興局）

届　出　者 様式 広域本部（地域振興局）


